
　　　　　 「投資被害」「詐欺的商法」
「訪問販売」「悪質リフォーム」等々

日時

場所

内容 面談相談

9:20～16:202024年12月13日（金）

消費者被害に関する法律相談です。
一緒にお悩みを解決しましょう！愛知県弁護士会主催

名古屋法律相談センター
名古屋市中村区名駅3-22-8 大東海ビル４階

検索愛知県弁護士会※要予約 電話で、
ご予約ください。 TEL052-565-6110TEL052-565-6110

無料無料消費者被害相談


